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１． はじめに♪

９月になり、日ごとに涼しくなって

きましたが、皆さんいかがお過ごしで

しょうか。

「エチュード♪」ではご無沙汰してい

ました。知的財産の「伝説の名
マ エ ス ト ロ

指揮者

（？）」こと弁理士の中川淨
きよむね

宗です。

今回から数回にわたり、物のデザイ

ンを保護する「意匠法」について、判

例ではどのような基準に基づいて意匠

が類似するか否かの判断をしているの

か、レッスンしていきましょう。

さて、私たちがあるデザインを見た

ときに、他のデザインと似ていると感

じることは日常生活でもよくありま

す。しかし、それは「まぁ、何となく」

といった感覚
4 4

に基づく主観的な判断
4 4 4 4 4 4

で

あることが多いと思います。

ここで皆さん、次ページに掲載して

いるＸ意匠と引用意匠を見比べてくだ

さい。２つの意匠が似ていると思いま

したか？　それとも似ていないと思い

ましたか？　このように、見る人に

よってマチマチの主観的な判断では、

安定的な答えを導き出せません。

意匠法という法律の世界では、一定

の基準
4 4

に基づいた客観的な判断
4 4 4 4 4 4

が求め

られます。客観的な判断によれば、安

定的な答えを導き出せるからです。

意匠法では、ある意匠が他の意匠と

類似するか否かについて判断すること

を「類否判断」と呼んでいます。

意匠の類否判断は、特許庁に意匠登

録出願を行う段階から、特許庁で意匠

登録を受けて意匠権を取得した後にま

で関わってくる重要な問題です。

つまり、意匠の登録要件でいえば、

既にカタログなどの刊行物に記載され

た意匠に類似
4 4

する意匠は、新規性がな

い意匠として意匠登録を受けられませ

ん（３条１項３号）。

また、既に特許庁に出願されている

意匠に類似
4 4

する意匠を後から出願した

としても意匠登録を受けることができ

ません（９条１項）。

そして、意匠権の内容でいえば、意

匠権者は、特許庁で登録を受けた意匠

だけでなく、登録意匠に類似
4 4

する意匠

についても、独占的に実施する権利を

持っているのです（23条）。

２． 類否判断の主体

例えば、その意匠が施された物品を

購入するだけの一般消費者を基準とす

るか、それともその分野の意匠にとて

も詳しい専門家を基準とするかによっ

て、当然、意匠の類否判断に影響を与

えることでしょう。したがって、誰
4

を

基準にして意匠の類否判断を行うのか

が大きな問題になります。

ここで意匠法を見てみましょう。そ

うすると、親切なことに「登録意匠と

それ以外の意匠が類似であるか否かの

判断は、需要者の視覚
4 4 4 4 4 4

を通じて起こさ

せる美感に基づいて行うものとする」

（24条２項）と規定しています。

これは、2006年に行われた意匠法

の改正において、意匠の類否判断を明

確にするために、それまでの判例に基

づいて規定されたものです。

意匠の類否判断の主体は、過去の最

高裁判例では一般需要者とされていま

したが、最高裁判例以後の他の判例で

は需要者または取引者とするものが多

いことが考慮され、24条２項では「需

要者」と規定しているのです。

Lesson８：意匠の類否判断の主体
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そこで、Ｘ社は特許庁長官を被告と

して、この審決を取り消すために東京

高等裁判所に提訴した審決取消訴訟が

今回紹介する事件です。

４． この判決の内容♪

Ｘ主張：審決は意匠の類否判断の主体

を「観る者」としか認定しなかったた

めに、意匠の類否判断を誤った。

「意匠法３条１項３号にいう『類似』

の判断主体は、意匠に係る物品につい

ての一般の需要者・取引者であると解

すべきところ、Ｘ意匠及び引用意匠の

意匠に係る物品である『基礎杭』及び『コ

ンクリート杭』の一般の需要者・取引者

とは、これらの建築用の杭を購入して使

用する建設業者
4 4 4 4

やそのような建設業者
4 4 4 4

との間でこれら物品の売買を仲介する者
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

などであるから、このような需要者・取

１．類否判断の主体１．類否判断の主体

そのため、24条２項に規定される

需要者とは、需要者
4 4 4

および取引者
4 4 4

のこ

とであると一般に説明されています。

とはいえ、需要者とはもう少し具体

的に誰のことでしょうか？　今回は意

匠の類否判断の主体である需要者とは

誰かという問題について判断した知的

財産高等裁判所の平成21年１月27日

の判決「基礎杭事件」を紹介します。

意匠の類否判断の主体である需要者

のレッスンを受けた皆さんは、意匠法

の「名
マ ス タ ー

演奏家」に一歩近づいたことに

なるでしょう。

３． この事件のあらすじ♪

原告であるＸ社は、意匠に係る物品

を「基礎杭」とする意匠（Ｘ意匠）に

ついて特許庁に意匠登録出願（Ｘ出願）

を行いました。

しかし審査官は、Ｘ出願について拒

絶査定を行ったので、Ｘ社は、この拒

絶査定を取り消すべく、特許庁に拒絶

査定不服審判を請求しました。

ところが、審判官も「Ｘ意匠は意匠

に係る物品を『コンクリート杭』とす

る意匠登録第453150号に係る意匠公

報に掲載された意匠（引用意匠）に類

似する意匠である」と判断し、Ｘ社に

よる拒絶査定不服審判の請求は成り立

たないとの審決を行いました。

Ｘ意匠も引用意匠も、建造物の基礎

工事などで地盤に埋め込んで地盤を強

化するために使用する物品です。

引者は、建築用の杭の機能やその施工

方法及び効果などを理解し、購入しよ

うとする者であるということができる」

「……審決は、……類否の判断主体

としての『観る者』として、建築用の

基礎杭やコンクリート杭の施工方法や

施工場所を理解する者であって、基礎

杭やコンクリート杭の形態の相違に応

じて、施工方法やその効果において差

異があることを認識し得る者を想定し

ているものと認められる」

「そうすると、……審決が上記類否の

判断主体の認定を誤ったものというこ

とはできない」

Ｘ主張：審決はＸ意匠と引用意匠が太

径部直径を細径部直径に対して1.5倍

とする点で共通すると認定した。

しかし、Ｘ意匠は1.38倍であるのに

対し、引用意匠は1.64倍であるから、

両意匠は共通していない。

２．共通点の認定判断２．共通点の認定判断
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Ｘ意匠と引用意匠は、「いずれも地中

に埋設して使用し、埋設後は人の目に

触れることがない地盤改良用の建設資

材として使用されるものであり」、（その）

「寸法が全体的に大きく、かつ、直径方

向（長さ300～1000ｍｍ）よりも全長方

向（長さ４～15ｍ）に相当程度長いもの

であることは、需要者・取引者が一般的

に認識しているものというべきである」。

（すなわち）「基礎杭の需要者・取引

者は、基礎杭の直径及び杭長について、

上部構造からの条件、地盤条件、施工

条件等によって相当な幅があり得るも

のであることを認識しているものとい

うべきである。

そうすると、そのような基礎杭の細

径部の直径に対する太径部の直径の比

率が、1.38倍か1.64倍かということにつ

いて、需要者・取引者が格別厳密に意

識しなければならないものとは考えら

れないから、細径部の直径を１としたと

き、Ｘ意匠の太径部が1.38、引用意匠

の太径部が1.64であることを前提とし

て、太径部が細径部の『約1.5倍』と認定

したとしても、上下１割の範囲内（1.35

倍～1.65倍）に含まれるものであること

からすると、審決の認定に係る『約1.5

倍』との用語が適用され得る範囲を逸

脱しているということはできない。

……Ｘが主張する細径部に対する太

径部の比率の違いを……『約1.5倍』の

限度で共通するとした審決の認定・判

断に誤りがあるということはできない」

Ｘ主張：審決はＸ意匠と引用意匠が段

差部の形状を逆円錐台側面形状とする

点において共通すると認定した。

しかし、段差部の斜め部分の角度お

よびその形状、そして物品全体におけ

る比率および位置が異なっている。

（上記のような）「基礎杭やコンクリー

ト杭の需要者・取引者は、段差部の形

状に様々なものがあり得ることを知って

いるだけでなく、それが施工条件等に

応じたものとして定まる機能的な側面か

ら決定される事項であることを認識して

いるというべきであるから、Ｘ主張に係

る段差部の形状の差異は、需要者・取

引者にとって、基礎杭などが必要な機

能を果たすために必要となる形状の差

異にほかならないから、このような差異

が意匠的な観点から需要者・取引者の

注意を惹くものということはできない。

したがって、これらの点を差異点と

して認定したとしても、意匠全体の類

似性の判断に影響を与えないものとい

うべきであり、審決の結論に影響を及

ぼすものではない」

Ｘ主張：まず、太径部と細径部の長さ

方向の比率について、Ｘ意匠は太径部

が細径部よりも長く、その比率が約６

対１であるのに対し、引用意匠は太径

部が細径部よりも短く、その比率が約

１対２である（差異点①）。

３．差異点の認定判断３．差異点の認定判断

４．両意匠の類否判断４．両意匠の類否判断

また、細径部の内側面の先端部分に

おいてＸ意匠の内径は等しいが、引用

意匠はテーパー状である（差異点②）。

以上の差異点①および②が両意匠の

類似性に関する判断に与える影響は弱

いと判断した審決は誤りである。

１）差異点①について

「Ｘ意匠登録出願時において、……

太径部と細径部の長さ方向の比につい

て、太径部を相対的に短く、細径部を

相対的に長くしたもの……だけでなく、

太径部を相対的に長く、細径部を相対

的に短くしたもの……も知られていた

ことからすると、Ｘ意匠と引用意匠に

おける太径部と細径部の長さ方向の比

が異なる点が、Ｘ意匠において新規の

形態であるということはできない。

さらに、……需要者・取引者は、個

別具体的な施工場所の施工条件に応じ

た杭長や段差部の設定、又は、一般的

な施工条件に適合しやすい杭長や段差

部の設定に関心を払うものと認められ

るが、その主たる関心は意匠のもたら

す美感よりも、形態のもたらす機能的

側面に向けられたものである」

「差異点①について両意匠の類似性

についての判断に与える影響は微弱で

ある」との審決の判断に誤りはない。

２）差異点②について

差異点②は、「引用意匠の先端部分

の内側にわずかに形成されたテーパ状

部の有無に関するものであり、意匠全

体に与える影響は小さい」。
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仮に、差異点②に係る「『引用意匠

の形態』が特徴的なものであるとして

も、Ｘ意匠がそのような特徴的な形態

を排除し、意匠的に何ら特徴のない単

純な断面形状を採用したことをもっ

て、Ｘ意匠において新規の形態という

ことができないことは明らかである」。

差異点②が「Ｘ意匠と引用意匠の類

似性についての判断を左右するほどの

影響を与えるものとはなり得ないとの

審決の判断に誤りはない」。

５． 実務への指針♪

結論として、Ｘ意匠は引用意匠に類

似する意匠であって、新規性がないた

め（３条１項３号）、意匠登録が認め

られなかったということですね。

大まかにいえば、建築用の杭の需要
4 4

者である建設業者などを基準にして比

べてみると、Ｘの主張するＸ意匠と引

用意匠の間にある違いは、ほんのわず
4 4 4 4 4

かな違い
4 4 4 4

にすぎないということです。

今回の判決には、「需要者」の具体

的な解釈を提示したという点におい

て、実務上の意義があります。

ここで、特許庁が意匠登録の出願に

ついて審査を行う際の指針とする意匠

審査基準も、この判決と同様に、需要

者とは「物品の取引・流通の実態に応

じた適切な者」であると述べています。

そうすると、何かの機会にたまたま

その商品を購入した人のように、その

物品について何らの知識も持たない素
4

人
4

は「需要者」とはいえません。

また、先ほどの意匠審査基準は、「意

匠創作に係る創作者の主観的な視点を

排し、需要者……が観察した場合の客

観的な印象」によって意匠の類否判断

を行うとも述べています。

そうすると、その商品の開発に携わ

るデザイナーのように、その物品につ

いて豊富な知識を持っている専門家
4 4 4

も

また「需要者」とはいえません。

したがって、今回の判決が述べるよ

うに、素人でもなければ専門家でもな

いけれど、その分野の物品の違いを理

解したうえで購入する人。つまり、そ

の物品の分野において、他にどのよう

な意匠があるかについて、一定の知識
4 4 4 4 4

を持つ人
4 4 4 4

が「需要者」になるわけです。

中川 淨宗（Kiyomune Nakagawa）
中川特許事務所 所長／弁理士
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６． おわりに♪

そもそも、なぜ需要者・取引者を基

準として意匠の類否判断を行う必要が

あるのでしょうか？

最初に述べたように、意匠の類否判

断は、どうしても人間の感覚に基づい

た主観的な判断に流されがちです。

しかし、今回の判決のように、その

物品について一定の知識を持つ人を基

準にして意匠の類否判断を行うことに

よって、一定の基準
4 4

に基づいた客観的
4 4 4

な判断
4 4 4

ができるわけです。

皆さん、今度は建設業者になったつ

もりで25ページに掲載されているＸ

意匠と引用意匠をもう一度客観的に見

比べてください。最初に出した答えと

は違ってくるかもしれません。

今回のレッスンを通じて、意匠の類

否判断を行う際には、まずその基準と

なる「需要者」とは具体的には誰なの

かを検討する作業が必要になるという

ことを知っておいてください。

それでは今回の「意匠の類否判断の

主体」のレッスンはここまでです。皆

さんお疲れさまでした。

【ひと目で分かるこの判決のポイント】

知識量

少ない

多い

い

素人－その物品について何らの知識も持たない人

専門家－その物品について豊富な知識を持つ人

量 需要者－その物品について一定の知識を持つ人


